
                        
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

発表概要 

四国地方整備局では、平成２７年７月１７日（金）８時００分に

非常体制から警戒体制に移行しました。 

那賀川水系長安口ダム流域の降雨が収まり、那賀川本川水位がは

ん濫危険水位を下回ったため、非常体制から警戒体制へ引き下げる

ものです。 

 
※本記者発表資料・リアルタイム情報は四国地方整備局ホームページでご覧いただけま

す。 

（記者発表資料） 

http://www.skr.mlit.go.jp/bosai/sikoku/sokuhou/sokuhou.html 

（リアルタイム情報：河川） 

http://www.river.go.jp/ 

 

 

問い合わせ先

四国地方整備局災害対策本部  ◎主な問い合わせ先 

 四国地方整備局 企画部 企画課長   生田
い く た

 浩一
こういち

 

             企画課長補佐 竹下
たけした

 航
わたる

 

◎河川部 河川管理課長 三宅
み や け

 和志
か ず し

 

         

 

  TEL ０８７－８１１－８４８８（災害対策本部直通） 

    FAX ０８７－８１１－８４１０（災害対策本部直通） 

 

四 国 地 方 整 備 局 

災  害  情  報 記者発表

日  時

平成２７年 ７月１７日

       ８時３０分

件 名 
台風１１号への対応状況について 

（ 第５報 ） 

取り扱い 発表をもって解禁 

発 表 先 
高松サンポート合同庁舎記者クラブ 

（高松経済記者クラブ） 

記者発表資料 


